
0120-244-655
お問合わせ先

6/25

新発売

顧問先の法的再生をサポートするノウハウが凝縮。

DVD「法的再生手続における会計・税務ノウハウ」
講師：鴛海量明氏（税理士法人おしうみ総合会計事務所 代表社員、公認会計士・税理士）

[主な内容]

●再生型法的整理の概要

●民事再生法の手続の流れと会計人の役割

●「期限切れ欠損金」の損金算入制度

●資産の評価損益

●粉飾決算が行われていた場合の税務

●会社解散・清算の税務

●DES（デット・エクイティ・スワップ）の税務

●完全支配関係にある子法人を清算した場合の課税関係

仕様：DVD1枚（80分）＋添付資料
（会社更生法・民事再生法関係条文資料（30ページ）付）

定価：10,500円（税込）

※ご購入金額合計が1万円（税別）以上の場合、

送料は弊社で負担させていただきます

民事再生法の手続に関する会計・税務の知識

は万全ですか?

本教材では企業再生の選択肢のひとつとして

法的整理（主に民事再生法）をとらえ、法的整

理の実務の概要と税務の扱い方のノウハウを

公開します。

ご購入はビジネスストアBISCOまで www.bisco24.comビスコ24 検 索 0120-542-028　 FAX：03-5791-7822詳細希望・お問合わせ先

判型・仕様：四六（B6）判、221ページ
店頭販売価格：1,575円（税込） 

新発想!

顧問先獲得ツールとして書籍を活用しませんか?

「社長のための
“いい税理士”の探し方」

掲載事務
所

募集!
残り枠31

事務所

申込締切7月16日

顧問先、見込み客、紹介ルートの金融機関や保険会社の方々などにプロフィール

入り書籍帯をつけてお配りいただくことで、「信頼できる先生」「他の税理士とは

違う」と印象付けることができます。

親しみやすさと販促効果を高める3つの工夫

①病院などの待合室で、思わず手に取って読んでしまう「巻頭漫画」

②本なのに「動画」が観られます

③「書籍帯のQRコード」から事務所案内サイトへ誘導

※プロフィール入り書籍帯を巻いたイメージです

税理士を替えた理由、教えます!

面談前の準備が成否を分けた!
　歯科医院を開業されたばかりのお

客様に先生をご紹介したときの話です。

お客様は、既に２人の税理士に会っ

ていたようですが、いまいち「ピンと

こない」ということで、弊社にお問い

合わせがありました。

　弊社からご紹介したのは、女性税

理士のＭ先生です。

　結局、お客様はこのＭ先生と契約

を結びました。

　その時の決め手になったのは、い

ったい何だったのでしょうか？

　後日、お客様から弊社宛にいただ

いたお礼のメールのなかに、そのヒ

ントが隠されています。

（お礼状の内容）

今回はＭ先生をご紹介いただき、あ

りがとうございました。

最終的にＭ先生とご契約を結ばせて

いただくことになりましたのでご報

告いたします。

Ｍ先生は、私が始めるフランチャイ

ズの内容など、事前にいろいろと調

べてきてくださっていて、この方な

ら親身にみていただけるなと確信で

きました。

また、先生からも

「開業されたばかりで分からないこ

とも多いと思いますが、一緒に経理

のシステムを作って行きましょう。

私が応援します」

と、とても心強い言葉をかけていた

だきました。

今後もいいお付き合いができそうです。

とても素晴らしい先生をご紹介いた

だき、感謝しております。

ありがとうございました。

（了）

　Ｍ先生が選ばれた理由。それは、Ｍ

先生がしっかりと事前準備をして面

談に臨んだことに尽きます。そうし

た上で「一緒に頑張りましょう」とい

う応援する姿勢を示しました。

「応援します」という言葉だけなら、

ほかの先生も同じようなことを言っ

ていたかもしれません。Ｍ先生の場

合は、「応援します」という気持ちを

事前準備という行動で示しました。

その姿勢が、「この先生なら…」とお

客様の心を動かしたのではないでし

ょうか。言葉だけではなく、行動で示

す。そのための事前準備。これが、面

談成約のポイントとなったのだと思

います。

選ばれた税理士、
選ばれなかった税理士

case.001

担当者と会計事務所が仲良く

「昭和の経理」をしていたことに

気づきませんでした

●社長とのコミュニケーションを
いかに密にとるかを常に考えよう

●経理担当者ばかりとやり取りしても、
経営者の視点での問題認識ができない可能性が高い
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～税理士紹介の現場から～
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倒産とは何か？

再生型法的整理の概要　はじめに「倒産とは何か？」につい

てお話しします。一口に「倒産」とい

ってもいろいろな形態があります（図

参照）。

　倒産には2つの分類方法があります。

ひとつは「法的」か「私的」か。法的な

手続は上の「会社更生」「民事再生」「破

産」「特別清算」の4つ。これらは法律

で決められた手続です。対して下の「任

意整理」は私的整理なので法律によ

る手続ではありません。

　もうひとつは実態ベースで「再生」

か「清算」か。会社更生や民事再生は、

会社の更正や再生が目的です。一方、

破産以下の手続は会社の終焉を意味

します。

　本業が黒字でキャッシュフローが

生み出されている会社ならば再生に

値します。しかし、本業が不振で事業

をやればやるほどキャッシュアウト

する企業は価値がないから破産となり、

市場からレッドカードを突きつけら

れてしまうのです。

　では、再生に値する会社とはどの

ような会社なのでしょう。再生に値

する会社は、キャッシュフローを生

んでいながら、例えば不動産投資に

失敗したり、銀行の貸しはがしに遭い、

資金繰りが苦しくなって手形が落ち

なくなったような会社が該当します。

つまり、本業以外のイレギュラーな

要因で資金繰りが厳しくなった会社

ならば、まだまだ再生の余地が残さ

れているといえるでしょう。

　再生型法的整理には会社更生法と

民事再生法の2つがあります。

（ア）会社更生法による更生手続

　更生手続は、会社更生法に基づき、

経済的窮境にある株式会社が、債権

者の多数の同意を得た更生計画に基

づいて、再建を図る手続。無担保一般

債権のみでなく担保付債権についても、

更生手続外での権利行使が禁止され、

更生計画による権利変更の対象とな

る点、必ず管財人が選任され、管財人

が業務遂行並びに財産の管理・処分

権を有する点が特色として挙げられ

ます。また、更生手続においては、更

生計画において会社の組織や資本等

の基本的事項についても変更するこ

とが当然に予定されています。

（イ）民事再生法による再生手続

　再生手続は、民事再生法に基づき、

経済的窮境にある債務者が裁判所の

監督の下、原則として自ら業務遂行

および財産の管理をしながら、債権

者の多数の同意を得た再生計画に基

づいて、再建を図る手続。再生計画の

最大の特徴は、債務者が再生手続を

申し立てた後も、債務者自身（従来の

役員）が業務遂行権、財産の管理処分

権を継続して保有し、事業または経

済生活の再建を図ることができる手

続である点です。

　会社更生法は主に上場企業等の大

企業を対象としているのに対して、

民事再生法は主に中小・中堅企業に

幅広く使われています。民事再生法

の場合、監督委員の弁護士が選任され、

私たち会計人の仕事の一部として、

監督委員の補助をするケースもあり

ます。

　これからの時代は特に民事再生法

の手続の流れと、手続にあたり会計

人としてどのような役割を果たせば

よいのかをマスターしておく必要が

あるでしょう。

現代のような不況期では、多くの

企業が設備投資等の借入金返済

に苦しんでいます。そんな企業を

救うための選択肢のひとつが、会

社更生法や民事再生法といった

法的整理。しかし、法的再生手続

の会計・税務のノウハウについて

詳しい会計事務所はあまり多く

ないのが現状です。今回は「法的

再生手続における会計・税務ノウ

ハウ」と題して、導入部分におけ

る「倒産とは？」「再生型法的整理

の概要」について鴛海量明公認会

計士・税理士が解説します。

鴛海量明公認会計士・税理士

税理士法人おしうみ総合会計事務

所代表社員。1965年生まれ。東京大

学経済学部経営学科卒業後、監査法

人朝日新和会計社（現：あずさ監査

法人）入所。93年公認会計士登録。96

年税理士登録。99年優成監査法人社

員就任。2000年おしうみ総合会計事

務所を設立。優成監査法人代表社員

就任。2010年税理士法人おしうみ総

合会計事務所を設立、代表社員に就

任。主な著書に『倒産法全書 下』（商

事法務・共著）、『M＆A 事業再生用語

辞典』（日経BP社・共著）、『連結ディ

スクロージャーの実務』（日本法令・

共著） 等がある。

実務CatchUp

法的再生手続における会計人の役割
「倒産」の基礎知識編

手続名

会社更生

民事再生

破産

特別清算

任意整理

法的／私的

法的手続

法的手続

法的手続

法的手続

私的手続

法律名

会社更生法

民事再生法

破産法

会社法

－

清算／再生

再生

再生（清算手続を伴う場合あり）

清算

清算

再生／清算

（
図
）

　私は年商5億円前後の製造業を

営んでいます。数字が苦手なので、

経理はベテランの担当者にずっと

任せっきりでした。

　会計事務所は毎月担当職員が来

ていました。経理担当者とは相性

がいいのかうまくやっているよう

でした。ただ、月次の試算表が来る

のが2ヵ月後。遅いなと思っていま

したが、経理担当者が「大丈夫です」

の一辺倒。それ以上口をはさみま

せんでした。

　先日、経理担当者が退職しました。

その直後、驚愕の事実が判明しま

した。多額の売掛債権が滞留して

いたのです。ほとんど回収不能。なぜ、

ここまで放っておいたんだ？

　経理担当者と会計事務所の担当

職員は、あくまでも経理処理が合っ

ているかどうかという「実務者の次元」

で仕事をしていたのです。売掛金の

中身なんて全然気にせずに。さらに

あきれたことに、今どき伝票が手書き。

経理担当者の引き出しには使い古し

たそろばんが、無言で疲れを訴えて

いました。

　気づきました。彼らは今まで「昭和

の経理」をしていたのです。これで顧

問料が月8万円、決算料40万円だった

なんて。経理に無関心だったツケに

しては高過ぎますね。

「月次決算を早く組んでもらい、経営

に活用したい」「税理士には経営の相

談に乗ってほしい」

　決断しました。よし、税理士を替え

よう！

　紹介会社から紹介してもらった、

Ｚ税理士（仮名）は、私の要望を受け

入れてくれました。パソコンで帳簿

をつけることを提案し、月次決算を5

日で出してくれることを約束。さら

に経理を合理化して、余裕ができた

時間に経営上のアドバイスをしてく

れると言ってくれました。

　遅ればせながら、わが社もやっと「昭

和の経理」から「21世紀の経理」に進

化しました。Ｚ税理士にはとても感

謝しています。
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